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0             5cm

―

や

し
ろ

長
野

・
屋

代

遺

跡

群

盆

信
越
自
動
車
道
関
ｂ（第

一
人
号
）

所
在
地
　
　
　
長
野
県
更
埴
市
雨
宮

・
屋
代

調
査
期
間
　
　
一
九
九
四
年
度
調
査
　
一
九
九
四
年

（平
６
）
四
月
―
一

二
月

発
掘
機
関
　
　
⑪
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

調
査
担
当
者
　
寺
内
隆
夫

・
島
田
正
夫

・
平
出
潤

一
郎

・
水
沢
教
子

・

宮
島
義
和
ほ
か

遺
跡
の
種
類
　
集
落

・
祭
祀

・
溝

・
水
田
跡

遺
跡
の
年
代
　
縄
文
時
代
―
近
世

木
簡
の
釈
文

。
内
容

屋
代
遺
跡
群
は
、
千
曲
川
の
右
岸
の
自
然
堤
防
上
に
立
地
す
る
縄
文
時
代
か

ら
近
世
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
あ
る
。
上
信
越
自
動
車
道
建
設
工
事
に
伴

っ

て
約
四
六
〇
〇
〇
ポ
が
調
査
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
集
落
を
横
切
る
湿
地
状
の

流
路
と
溝
か
ら
、
七
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
中
頃
に
か
け
て
の
一
二
六
点
の
木

簡
が
出
土
し
た
。
そ
の
概
要
は
既
に
本
誌
第

一
人
号
で
紹
介
し
て
い
る
。

木
簡
の
報
告
書
と
し
て

『長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』
を
刊
行
し
た
が
、

そ
の
後
真
空
凍
結
乾
燥
法
に
よ
る
保
存
処
理
を
行
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
文
字
が

鮮
明
に
な
っ
た
結
果
、
釈
文
を
訂
正
す
る
に
至
っ
た
木
簡
が
二
七
点
存
在
す
る
。
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ま
た
、
木
製
祭
祀
具
の
整
理
中
に
新
た
に
四
点
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
こ

で
は
、
そ
れ
ら
の
木
簡
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
を
報
告
す
る
。
既
発
表
木
簡
の

訂
正
分
が
ω
ｌ
⑪
、
新
出
木
簡
が
②
ｌ
働
で
あ
る
。

「騨
阜
合
苫

酒
人
許
評
霙
買
訣
剛
鶏

」

(4)

ｏ宍
アロロロロ
〔臥
配
アロ人
ア却取酢
宍人
ア万呂」

の朗
×
駕
×
ド

留
μ　
ｌ８
０

第

〓
三
号

更
科
郡
司
等
　
可
【醜
Ｍ
ぼ

・
冒
狂
咽
蒋
∠
蛤
色
∠
Ｙ
盟
暫
三
ビ
』
（別
筆
↓

『
口
□
∠
Ｙ
￥
∠
盟
Ｙ
□
』
（別
筆
乙

（盟
Ｃ
×
命
じ
×
　ヽ
自
Φ
　
ｌ８
０
　
第

一
五
号

「乙
丑
年
十
二
月
十
日
酒
〔酔
と

ヨ
他
田
舎
人
』
古
麻
呂
　
　
（壺
×
奮
×
卜
こ

１８
０

第
四
エハ号
　
　
　
　
琲

信
濃
国
道
更
科
郡
□
□
□

□
□
人
口
□
二
段
三
百
臆
酔
叱
石
九
斗

□
□
□
田
□
□

戸

□

石

田

一
町

十

石

五
斗

］遵
×
館
×
∞　
Ｐ
牌　
１８
⑭
　
第
六
〇
号

蜘
符

「等
信
郷
和
期
回
　
　
□
　
　
日
□

□
□

「　
　
　
　
　
　
　
　
神
亀〔庄
則

命
駕
）
×
含
ｅ
×
い　
ａ
伽
　
１８
ω
　
第
六
二
号

〔書
生
力
〕

〔参
力
〕

事

□
口
□
□
□
日
□

一
人
令
急
□
〔酒
力
〕

社
□
九
冊

「□
九
如
□

五
人
冊

「五
月
十
日

同
Ｈ
日
日
日

日
日
日
Ｈ
回
吾
雌
日
卯
時
□

（開
ｅ
×
６
ｅ
×
卜　
畠
釦
　
１８
⑬
　
第
七

一
号

「九

～
酢
酎

一ヵ〕
ポ
一酔
妃
十
〔□二
白
酢
帥
北
十
三
　
六
九
五

〔九
九
カ
〕

金
刺
舎
人
］
増
坤
『
　
人
人

四
九
汁
　
　
一二
九
十
七
　
珂
九
十
八

人
謙
評

鉄
ヵ〕

□
口
　
　
一二
人
廿
四
　
二
八
十
六

（講
ｅ
×
訊
×
伽　
自
Φ
　
ｌ８
四
　
第
人
一
号

稲
取
人
　
　
刺
マ
若
侶
廿
〔酢
己

金
刺
マ
兄
□

〔
人
力
〕

□
酒
人
人

マ
大
是
我
□
口

見
諸
遠
　
道
　
述
　
為
　
為

（誂
ｅ
×
酬
×
卜　
９
Φ　
ｌ８
い
　
第
八
七
号
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。
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敷
席
二
枚
　
鱒
□

一
升
　
芹
□

符
　
屋
代
郷
長
里
正
等
　
匠
丁
根
代
布
五
段
（隊
て

一
人
馬
十
二
疋

師

配
室
造
人
夫
又
殿
造
人
十
人

。
「
□
持
令
火
急
召
□
□
者
罪
科

（∞ΦＮ・

酬
溢

砂
鞠

１８
の

第

一
一
四
号

。
□
□
□
□
解
　
申
進
上
東
虫

　

『人
人
口
□
』

。
□
□
□
□
　
□
〔剛
配

日
日
口
Ｈ
日
凹
　
　
□

九
　
　
　
□
九
九
九
□

命
＄
）
×
（式
）
×
”　
寓
μ　
ｌ８
⑩
　
第

一
一
五
号

・
□
四
七
十
八
　
日
日
Ｈ
□
　
四
六
十
四

□
五
七
　
五
　
日
日
日
□
　
五
六

。網酷鞠船
駅聯続南剛剛北　　□剛

（囀
Ｃ
×
６
×
∞　
寓
Ｐ　
ｌ８
①
　
第

一
一
六
号

ｏ
　

（
　
□
□
□
布
布
加
多
　
　
ｏ

御
前
　
□

ｏ
　
ｏ

ｏ
　
　
　
　
□
荒

回
□
□
□
□

　

ｏ

Ｓ
ｏΦ
）
×
６
枷
）
×
⇔

寓
滓　
第
一
一六
号

ロ
ア
ロ
ロ
者
□
□
羅
者
三
日
□
列
有
□
６
罵
）
×
（路
）
×
釦　
寓
μ　
第
一三
二
号

l161   1151lla201   1191

「止
里
□
□
□
　
　
口
□

止

里

□

等

右

一
身

（

　

　

　

　

（額

�

ｅ

�

卜

ｏ
‘

第
一一一四
号

子

口

学

是

不

思

」
　

　

　

　

　

　

（驚

�

］
反

卜

ｏ
お

第
一一一五
号

□
以
〔酬
人
団
酔
記
申
今
月
十

□
長
乃
□
今
要
用
依
□
　
　
　
　
（重
／
ｅ
て
ヽ
霞

第
四
一一写

〔阻
力
〕

亦
楽
子
人
不
知
而
不
□

口
Ｈ
日
日
日
］　
　
　
　
　
　
（‘
ｅ
×
含
ｅ
×
『　
自
ｏ　
第
四
五
号

「金
刺
マ
ロ
回
口
回

一
行
日
回

「国
日
日
日
日
日
日
日
Ｈ
日
日
日
日
日
日
国
　
　
　
（路
じ
×
６
×
卜　
９
Φ　
第
八
八
号

〔
方
力
〕

「
倉

科

郷

□

□

里
ロ

ーー

国

　

　

　

　

（轟

Ｘ

Ｐ受

ヽ

目

第
九

一
号

「高
日
□
　
『布
布
布
布
布
布
布
布
布
布
□
』

「国
日
Ｈ
Ｈ
ＩＩ
日
Ｈ
日
常
日
日
日
Ｈ
日
国
Ｏ
］∞
）
×
沸
×
∞

常
Φ

第

一
〇

一
号

六
四
六
三
五
十
五
日
凹
□

一Ｈ
‐‐
□
四
五
十
　
日
―十
日
」

〔穴
力
〕

□
□
大
大
入
入
□

Ｈ

廿

含
３
）
×
（Ｓ
）
×
伽　
９
Φ　
第

一
一
七
号

257
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「
□
□
□

〔九
カ
〕

。
□
□
□

含
ｏ
Ｐ）
×
篤
×
牌∞

常
Φ

第

〓

一七
号

。
□

□

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（晏

Ｘ

Ｎ
叉

∞

恩

第

〓

仄

号

鈎

　

□

□

□

□

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｐ評

受

］
泉

⇔

Φ
壱

第

〓

死

号

い

　

□

十

一
日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（ё

益

撰

の

悪

第

三

δ

号

④
は
、
『長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』
で
は
、
表
面
冒
頭
三
文
字
目
を

「団
」
と
判
読
し
た
が
、
保
存
処
理
後
の
再
調
査
で

「国
」
と
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
つ
た
。
ま
た
、
一暴
面
に
は
二
行
に
わ
た
つ
て

「田
」
の
面
積
と
石

数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
木
簡
が
二
次
的
に
転
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

（『同
圭
屋

第
四
章
参
昭
じ
か
ら
判
断
し
て
、
本
来
の
木
簡
は
天
地

・
左
右
と
も
も
う
少
し

大
き
く
、
記
載
が
三
行
以
上
に
わ
た
つ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
一異
面
は
、
耕

地
の
名

（日
の
名
）
・
面
積

。
石
数
と
い
う
配
列
で
記
載
さ
れ
た
部
分
を
含
む
木

簡
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。　
一
方
表
面
の

「信
濃
国
道
更
科
郡
□
□

□
」
に
つ
い
て
は
、
裏
面
の
耕
地
の
所
在
地
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
国
名

と
郡
名
の
間
の

「道
」
の
理
解
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た

「信
濃
国
道
」
を
人
名

と
考
え
、
裏
面
の
耕
地
の
所
有
者
と
考
え
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

⑫
は
両
端
が
鋸
歯
状
に
加
工
さ
れ
、
上
下
両
端
お
よ
び
中
央
や
や
上
部
に
合

計
六
つ
の
孔
が
あ
け
ら
れ
た
特
異
な
形
態
を
も
つ
。
本
木
簡
に
つ
い
て
は
偉
田

「七
世
紀
の
屋
代
木
簡
」
（本
誌
第
一
一〇
号
）
参
照
。

的
は

『論
語
』
為
政
篇
に
あ
る

「子
日
。
学
而
不
思
則
岡
。
思
而
不
学
則

殆
」
の
冒
頭
部
分
六
文
字
に
比
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
四
文
字
目
の

「而
」
は
、

ω
で
は

「是
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
⑫
は

『論
語
』
学
而
篇
の

「子
日
。
学
而

時
習
之
。
不
亦
説
子
。
有
朋
自
遠
方
来
。
不
亦
楽
子
。
人
不
知
。
而
不
岨
。
不

亦
君
子
子
。」
の
傍
点
を
施
し
た
部
分
の
九
文
字
に
比
定
し
た
。
い
側
に
つ
い

て
は
偉
田

「七
世
紀
の
屋
代
木
簡
」
（前
掲
）
参
照
。

⑬
の

「倉
科
郷
」
は
、
『和
名
類
衆
抄
』
高
山
寺
本
お
よ
び
流
布
本
の
訓
で

は

「久
良
之
奈
」
で
、
現
在
の
更
埴
条
里
遺
跡
の
東
、
森
お
よ
び
倉
科
地
区
を

中
心
と
す
る
地
域
に
比
定
さ
れ
る
。
中
世
に
は
倉
科
庄
と
し
て
そ
の
名
が
み
え

る

（ヨ
ロ妻
鏡
』
文
治
二
年
三
月
十
二
日
庚
寅
条
）。

い
は
下
端
は
二
次
的
切
り
。
側
は
上
端
は
二
次
的
な
切
り
折
り
。
下
端
は
二

次
的
な
切
り
。
二
年
目
は

「文
」
ま
た
は

「女
」
の
可
能
性
が
高
い
。
硼
は
上

半
部
は
欠
損
。
下
先
端
部
欠
損
。
下
端
の
形
状
お
よ
び
日
付
の
存
在
か
ら
、
荷

札
木
簡
の
下
部
の
日
付
部
分
に
あ
た
る
か
。

木
簡
の
解
読
お
よ
び
釈
文
の
作
成
は
、
平
川
南

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）、

山
口
央
男

（東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）、
鐘
江
宏
之

（弘
前
大
学
）、
福
島
正
樹

・

偉
田
伊
史

（長
野
県
一立
歴
史
館
）
を
中
心
に
、
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
屋

代
遺
跡
群
整
理
担
当
の
調
査
研
究
員
で
構
成
さ
れ
る
木
簡
検
討
委
員
会
に
よ
つ

て
、　
一
九
九
八

。
九
九
年
度
に
行
な
わ
れ
た
。
今
回
の
釈
文
と
解
説
は
、
木
簡

検
討
委
員
会
に
よ
る

『更
埴
条
里
遺
跡

。
屋
代
遺
跡
群
―
総
論
編
―
』
所
収
の

「付
章
　
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
補
遺
」
に
依
塑
し
て
い
る
。
な
お

「屋
代
木
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簡
」
関
係
文
献
は
８
に
掲
げ
る
三
冊
で
、
二
〇
〇
〇
年
度
を
も

つ
て
報
告
を
完

了
し
た
。

８
　
関
係
文
献

⑫
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』
全

九
九
六
年
）

同

『更
埴
条
里
遺
跡

・
屋
代
遺
跡
群
―
古
代
１
編
―
』
全

九
九
九
年
）

同

『更
埴
条
里
遺
跡

・
屋
代
遺
跡
群
―
総
論
編
―
』
０
一〇
〇
〇
年
）

（水
沢
教
子

。
俸
田
伊
史
）

ま
え
ば
し
じ
ょ
う

群
Ｆ

前
橋
城
遺
跡

第

死
ε

１
　
所
在
地
　
　
　
群
馬
県
前
橋
市
大
手
町

２
　
調
査
期
間
　
　
第
五
次
調
査
　
一
九
九
四
年

（平
６
）
四
月
１

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
群
馬
県
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
赤
山
容
造

・
巾
　
隆
之

・
相
京
建
史

・
桜
岡
正
信

・

井
川
達
雄

・
藤
巻
幸
男

・
片
野
雄
介

。
高
島
英
之
ほ
か

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

・
城
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
九
世
紀
―

一
九
世
紀

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

発
掘
調
査
は

一
九
九
二
年

一
月
か
ら

一
九
九
六
年
五
月
ま
で
七
次
に
わ
た
つ

て
行
な
わ
れ
、
木
簡
は

一
九
九
三
年
四
月
か
ら

一
〇
月
ま
で
行
な
わ
れ
た
第
三

次
調
査
で
検
出
さ
れ
た

一
号
井
戸
か
ら

一
点

（本
誌
第
一
九
号
）、　
一
九
九
四
年

四
月
か
ら

一
〇
月
ま
で
行
な
わ
れ
た
第
五
次
調
査
で
検
出
さ
れ
た
七
号
井
戸
か

ら
二
点

（本
誌
第

一
七
号
）、　
一
五
号
井
戸
か
ら

一
占
〔
（本
誌
第
一
九
号
）、
六
九

号
井
戸
か
ら
七
点

（本
誌
第

一
九
号
）
の
計

一
一
点
が
出
上
し
て
い
る
。
紀
年

銘
を
有
す
る
も
の
は

一
点
も
無
い
が
、
遺
構
の
状
態
や
伴
出
遺
物
な
ど
か
ら
い

ず
れ
も
近
世
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

今
回
報
告
す
る
の
は
、
第
二
次
調
査
で
検
出
さ
れ
た
六
九
号
井
戸
か
ら
出
土

し
た
木
簡
の
う
ち
、
そ
の
後
の
整
理
作
業
の
中
で
確
認
さ
れ
、
本
誌
で
未
報
告




